
運転免許証の暗証番号の設定方法について

ＩＣチップ内には、券面の情報及び本籍が電磁的に記録さ
れています。そのため、ＩＣチップに記録されている情報を
本人の同意なしに読み取られること（スキミング）を防止す
るために、暗証番号を設定する必要があります。

○ 暗証番号の必要性

○ 暗証番号の設定方法

免許証の更新、再交付及び新たに免許を作成する際に４桁
の数字２組（暗証番号１及び暗証番号２）を設定します。

暗証番号１は、券面に記載されている運転免許証番号を利
用すると便利です。

暗証番号２は、推測されやすい生年月日、電話番号等から
選ぶことを避けるとともに、キャッシュカードやクレジット
カード等の暗証番号とも異なる番号にしてください。

赤色斜線が施されている４桁の番号

第 ０１２３４５６７８９０ 号



運転免許証の暗証番号の取扱いについて

運転免許証の暗証番号を忘れた場合又は入力を３回続けて
間違え、データを読み出せなくなった場合は、次の場所にお
越しください。
その際に、本人確認が必要ですから、運転免許証を持参し
てください。なお代理は認められません。

・福井県運転者教育センター（春江、丹南、奥越、嶺南）
※ 取扱時間 平日 午前９時３０分から午後０時

午後２時から午後５時１５分
・県内の警察署
※ 取扱時間 平日 午前８時３０分から午後５時１５分

運転免許証の暗証番号は、ＩＣチップ内のデータを読み取
るときに必要なものです。
市町や銀行などの窓口において、運転免許証を身分証明証
として活用する場合に、暗証番号の入力が必要な場合があり
ます。
暗証番号を忘れないよう、運転免許証交付時にお渡しした
暗証番号の登録カードを大切に保管してください。

○ 暗証番号の登録カードの保管

○ 暗証番号を忘れた場合又は入力を３回続けて間違え、デー
タを読み出せなくなった場合

○ ＩＣチップに記録された情報の確認

ＩＣチップに記録されている情報は、運転者教育センター
（春江、丹南、奥越、嶺南）に設置してある読取り装置で確
認できます。


